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気軽に楽しい

　  おいしい「食育」を！

栄養教諭　池田　和江先生

２

伝える / communicate伝える / communicate

　「食育」は一言で言えば『経

験』です。食べる・料理をする・

育てる・家族や仲間と楽しく食

べる・選ぶ・買う等、食に関わ

るすべての経験が「食育」です。

学校で学習する教科と違い、難

しいものではありません。
　しかし、「食育」はあらゆる教科に関係し、食べ物を通してすべ

ての教科の学びを深めることができるだけでなく、あらゆる教育活

動の基となり、「生きる力」を育んでいます。

　「食育」は楽しく、おいしく、そして繰り返し行われる「経験」です。

私は毎日の家庭の食事だけでなく、学校給食が子どもたちの良い「経

験」となるような給食作りを心がけています。

　子どもたちはもちろん、大人も生涯健康で過ごすために、みんな

で気軽に「楽しい」「おいしい」食育を行ってみませんか。

食について学ぶということは、

食材・人・伝統・地域＝東秩父村を知るということ
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栗島祥次氏「瑞宝双光章」を受章
　栗島祥次氏（御堂・８８歳）が４月１日付けで瑞
宝双光章を受章されました。
　栗島氏は、３７年にわたり教職に就き、村立小中
学校のほか、三芳町や坂戸市の公立中学校教諭およ
び教頭、嵐山町立玉ノ丘中学校長、村立西小学校長
を歴任し、情熱と信念をもって学校教育の振興と充
実に多大な貢献をされました。
　また、教職退職後、平成９年に東秩父村教育委員
会教育長に就任し、情報科教育の推進を図るため小
中学校にコンピューター室を設置、国際化・情報化
社会に対応できる子どもの育成を目的に中学生海外
派遣事業を行うなど、村における学校教育の発展に
寄与されました。
　さらには、本村の文化・伝統・風土等を継承する
重要な資料として村史や歴史写真集を刊行するな
ど、任期８年間において学校教育および生涯学習の
充実、本村教育水準の向上に尽力され、平成１３年
に埼玉県教育委員会より教育功労者表彰、平成１７
年には文部科学大臣より地方教育行政功労者表彰を
受賞されています。
　誠におめでとうございます。

　シエンプレ株式会社様（東京都港区）より、企業
版ふるさと納税としてご寄附をいただきました。
　寄附金は、東秩父村の地方創生事業に活用させて
いただきます。
　温かいご厚意に対し、心より感謝申し上げます。

企業版ふるさと納税としてご寄附をいただきました！

栗島昇子氏関東表彰を受賞
　６月２７日（金）、山梨県小瀬スポーツ公園武道
館アリーナにおいて関東スポーツ推進委員研究大会
山梨大会が行われ、スポーツ推進委員である栗島昇
子氏（御堂）、青木登氏（奥沢）、峯岸正明氏（大内沢）
が参加いたしました。
　大会では、長年にわたり東秩父村スポーツ推進委
員を務められ、現在委員長である栗島昇子氏が令和
７年度関東スポーツ推進委員協議会表彰を受賞され
ました。誠におめでとうございます。

栗島昇子氏（写真中央）



むらニュース

MURA NEWS

村
の

話
題

を 写 真 と と も
に

お

届
け

９ 広報　ひがしちちぶ

　６月２１日（土）～２８日（土）の８日間、版画

フォーラム実行委員会が主催する版画フォーラム

２０２５和紙の里ひがしちちぶ展が道の駅和紙の里

ひがしちちぶにおいて開催されました。

　今年で第２２回を迎える当展は、芸術文化の普及

と地域活性化を目的に、毎年多彩な作品を通じて訪

れる人々に感動を与えています。

　今年は全国から３３９点もの個性豊かな版画作品

が集結し、場内は来場者の笑顔と鑑賞者同士の会話

に包まれ、版画の細かな技法やテーマに対する関心

が至る所で交わされ、活気に満ちていました。

　多くの来場者が作品を前に足を止め、じっくりと

観察し、作者の意図や技術に思いを馳せる姿が見ら

れました。

版画フォーラムが開催されました

放課後子ども教室を開催しました
　７月７日 ( 月）、槻川小学校ランチルームにて、第
２回放課後子ども教室「手品体験教室」を開催しま
した。
　今回のイベントでは、プロのマジシャンである原
山進氏を講師としてお招きし、プロの技を間近に見
てふれて、子どもたちにとって特別で貴重な体験と
なりました。
　はじめに、原山進氏による本格的な手品の実演が
行われました。トランプなど身近な道具を使いなが
ら、次々と繰り出される不思議なマジックの数々に、
子どもたちは驚きと歓声をあげ、目を輝かせて見入っ
ていました。
　その後の体験コーナーでは、子どもたちが実際に
簡単な手品を教わりながら、自分の手でマジックを
披露するという貴重な体験ができました。最初は少
し戸惑いながらも、講師の丁寧な指導のもと、次第
にコツをつかんで自信を持って取り組む姿が見られ
ました。友達と見せ合ったり、成功したときに思わ
ず笑顔がこぼれたりと、楽しく学びながら集中して
取り組む様子が印象的でした。
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くらしの情報

　７月１日付けで、𠮷野鈴美氏（安戸）が法務大臣から人権擁護委員に委嘱されました。
　また、令和５年７月１日より大野守雄氏（御堂）が委嘱されており、本村の人権擁護委員は
２名です。
　地域での人権に関する相談や人権相談所での相談業務などにご尽力いただいております。本
村の人権相談所は、役場中会議室にて６月・１０月・１月の年３回開設しており、次回の人権
相談所は１０月１４日（火）です。
　また、さいたま地方法務局東松山支局では、毎週水曜日に人権相談所が開設されています。

⃝問 合 せ　総務課　☎８２－１２２１

人権擁護委員紹介

　地震や武力攻撃などに備え次のとおり情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警報
システム（Ｊアラート）を用いた訓練で東秩父村以外の地域でもさまざまな手段を用いて情報
伝達試験が行われます。

⃝訓練実施日時　８月２０日（水）午前１１時００分頃

⃝訓練で行う放送内容

※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬
時に伝えるシステムです。

⃝そ の 他　当日は、午前１１時００分頃に防災タブレットから訓練のお知らせを自動起動に
　　　　　　よりながしますので、災害とお間違いのないようにご注意ください。

⃝問 合 せ　総務課　☎８２－１２２１

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）全国一斉情報伝達訓練の実施

　　　情報伝達手段 　　　　　　　　　　　　  放送内容

防災情報音声告知システム
　　（屋外スピーカー）

村内３７か所に設置してある屋外スピーカーから、一斉に次のよ
うに放送されます。
【放送内容】
サイレン＋「これは、Ｊアラートのテストです。」×３回

　令和６年度に実施した調整給付において、確定した令和６年所得を元に計算した調整給付額
に不足が生じる方および一定の条件を満たす方を対象に調整給付（不足額給付）金を支給します。
⃝対 象 者　①当初調整給付の額が確定した令和６年所得に基づいて計算した調整給付額に不
　　　　　　　足が生じる方
　　　　　　②定額減税対象外かつ扶養親族等になっていない方で過去の低所得者向け給付の
　　　　　　　支給対象世帯の世帯主・世帯員ではない方
⃝支 給 額　①の対象者…当初調整給付額と確定額との差額（端数は 1万円単位で切り上げ）
　　　　　　②の対象者…原則 4万円
　　　　　　※対象となる方には 8月中に確認書を送付いたします。
⃝問 合 せ　企画財政課　☎８２－１２５４

給付金のご案内 定額減税補足給付金（調整給付（不足額給付））について
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　昨年住民の皆さまにご協力をいただきましたアンケート調査の結果により、ＮＰＯ法人ふれ
あいやまびこ会の土曜日運行を９月１日から開始します。
　下記のとおり利用料金や時間等は平日と変更はございませんが、前日までの予約前日までの予約が必要とな
りますのでご利用の際はご注意ください。

⃝問 合 せ　企画財政課　☎８２－１２５４

ふれあいやまびこ会の『土曜日運行』を開始します！

　本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本等の不正取得を防ぐため、あらかじめ登録を申
請された方に対して、本人の代理人や第三者からの交付請求により住民票の写し等を交付した
際に、通知をお送りしてお知らせする制度です。（公用請求や職務上請求は対象外です）
　登録を希望される方は、本人確認書類をお持ちになり、窓口へお越しください。窓口に来ら
れない場合は、申請書と本人確認書類のコピーを郵送していただくことも可能です。
※また、登録の有無にかかわらず、不正取得が明らかになった場合は、「住民票等の不正取得通
知制度」により、ご本人に通知をお送りいたします。

⃝問 合 せ　住民福祉課　☎８２－１２２６

本人通知制度のご案内

　　　　項目 　　 　　空白地有償運送 　　　 　　福祉有償運送

　　 利用対象者 東秩父村にお住まいの方
東秩父村にお住まいで障害者手帳
等をお持ちの方

    ルート・行先

①６５歳以上の方
村内・村外問わず希望地へ
②６５歳未満の方
自宅と和紙の里間に限る

村内・村外問わず希望地へ

　　  利用料金

■距離制
１km まで初乗り３００円
以降１km につき７５円加算
待ち時間料金１５分ごと３００円

■時間制
1時間以内９５０円

（うち自己負担額３００円）
以降１時間ごとに上記金額を加算

　 入会金・年会費 無料

  　  運行時間
午前８時３０分～午後５時
※土曜日の運行は、前日１２時までに予約された方に限ります。前日１２時までに予約された方に限ります。

　　　　休日 日曜日・祝日・年末年始・お盆

　　　予約方法
ふれあいやまびこ会へ電話にて連絡　☎８１－５９１４
※土曜日は事務所不在のため翌週の予約はできません。
※土曜日の迎えの電話は、転送されるため応答に時間がかかります。

　職員がご自宅にお伺いし、マイナンバーカードの申請を受付けさせていただきます。まだマ
イナンバーカードを取得していない方、カード更新のご案内が届いた方は、ぜひご利用ください。

⃝申込方法
○予　　約　平日午前８時３０分～午後５時
○訪問時間　午前１０時～正午、午後１時３０分～午後４時の間で３０分程度
　当日は職員２名で伺い、申請書の記入・写真撮影を行います。お一人での対応が難しい方は、
ご家族の方等の立ち会いをお願いいたします。

⃝問 合 せ　住民福祉課　☎８２－１２２６

ご自宅等でマイナンバーカードの申請が行えます



１２広報　ひがしちちぶ

くらしの情報

　保険料を納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎
年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。収入の減少や失業等により国民年金保険
料を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」
や「納付猶予制度（５０歳未満）」があります。

○保険料免除制度
　所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得（１月から６月までに申請される場合は前々
年所得）が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困
難な場合に申請し、承認されると次のように保険料の納付が免除になります。
①全額免除　②４分の３免除　③半額免除　④４分の１免除
※一部免除を承認された方は、一部納付保険料を納付する必要があります。納付書は承認通知
書と合わせて日本年金機構から送られてきますので、期限内に納付してください。

○保険料納付猶予制度
　２０歳から５０歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得（１月から６月までに申請される場
合は前々年所得）が一定額以下の場合に申請し、承認されると保険料の納付が猶予されます。

○申請免除等の承認期間と申請時期について
　免除申請の承認期間は原則７月から翌年６月までとなっており、令和７年度の免除申請は７
月１日（火）より申請可能となっています。
　また、申請時点の２年１か月前の月分まで遡って申請することができます。

⃝問 合 せ　住民福祉課　☎８２－１２２６　秩父年金事務所　☎０４９４－２７－６５６０

国民年金保険料免除等の申請について

　フードドライブとは、ご家庭内で余った食品を集め、市町村窓口等を通して食品を真に必要
とする人々に寄附する活動です。
　令和４年度から本村でもフードドライブ事業を開始し、昨年は皆さまのご協力により最終的
には１９０点余りの食品を収集することができました。温かいご支援、誠にありがとうござい
ました。
　今年度も引き続き、「フードドライブキャンペーン」を実施します。余った食品を積極的にご
寄附いただき、村内で助け合いの輪を広げましょう！
　皆さんからの多くのご寄附をお待ちしております。

⃝ご寄附いただきたいもの　
缶詰、レトルト食品、インスタント食品、お菓子、調味料、飲料水などの
①賞味期限が明記され、期限が令和８年２月以降のもの（お米や塩など賞味期限がないものも
受け付けます）
②常温で保存できるもの
③未開封のもの
⃝収集場所　東秩父村役場　住民福祉課
⃝収集日時　８月１日（金）～１０月３１日（金）
　　　　　　平日午前９時～午後５時
※寄附を考えており上記以外の日時で持ち込みを希望の場合、
住民福祉課までご相談ください。
⃝問 合 せ　住民福祉課　☎８２－１２２６

フードドライブキャンペーンにご協力お願いします
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　各地区のごみステーションで回収している資源ごみ（毎月第 4 水曜日）の衣類で回収できる
項目が増えました。従来、粗大ごみの対象となっていた毛布もステーション回収可能です。

　回収可能でも取り扱えないもの：汚れ、匂いのひどいもの、破れているもの、濡れているも　回収可能でも取り扱えないもの：汚れ、匂いのひどいもの、破れているもの、濡れているも
の濡れ防止のため、半透明のビニール袋に入れて出してください。の濡れ防止のため、半透明のビニール袋に入れて出してください。
　一度に大量に出すとステーションが溢れてしまうので、数回に分け計画的にごみ出しをして
いただきますようご協力をお願いします。

⃝問 合 せ　保健衛生課　☎８２－１７７７

ごみステーション回収の衣類について

　東秩父村国民健康保険に加入し、７月に実施した集団健診を受診していない方を対象にした
個別健診を実施しています。ご希望の方は各医療機関に電話等で予約をお願いします。

⃝実施機関　１２月２５日 (木 )まで
⃝実施医療機関　比企郡市内医療機関
⃝費　　用　無料 (基本項目、追加項目、詳細項目 )
⃝持 ち 物　国民健康保険の資格が確認できるもの、受診券
※人間ドック助成の申請をされた方は個別健診を受検することができません。
※受診券がお手元にない方は役場で発行することができます。
⃝問 合 せ　保健衛生課　☎８２－１７７７

特定健診は受検しましたか？

　埼玉県後期高齢者医療広域連合では、医療機関を受診した人を対象に医療費通知を送付して
います。令和６年度は年２回（１２月、２月）の発送でしたが、令和７年度より発送回数が年
１回（２月）となります。また、ハガキから封書に変更となります。
　お知らせする診療年月は令和６年１１月から令和７年１０月となるため、令和７年分の確定
申告および住民税申告の医療費控除の資料として医療費通知を利用される場合、令和７年１１
月・１２月診療分は医療機関等から発行される領収書をご利用ください。
○マイナンバーカードの健康保険証利用により、マイナポータルで医療費通知情報を取得する
ことが可能です。毎月１１日頃から前々月診療分までの情報が閲覧可能です。

⃝問 合 せ　保健衛生課　☎８２－１７７７

後期高齢者医療の医療費通知について

　　　　　　　　　回収可能 　　　　　　　　　回収不可

　寝具類 毛布・シーツ 　寝具類 布団・枕など

　制服類 スーツ・喪服・学生服など 　制服類 企業などの指定された制服

特殊な衣類 浴衣 特殊な衣類 作業着・着物・帯・ドレス

インナー類 下着・肌着など インナー類 靴下

　運動服 体操着 　水着類 水着・水泳キャップなど

 タオル類 フェイスタオル・バスタオル 　敷物類 カーペット・マット・ラグなど

 革製衣類 レザーコート・革ジャン 　 雨具 雨がっぱ・レインコート・傘

 アウター ジャケット・コート 　小物類 帽子・ネクタイ・鞄・ベルトなど

 ボトムス デニム・スカート・スラックス 　履物類 靴・サンダル・スリッパ

　防寒具 ダウン・ウインドブレーカーなど  装飾品類 クッション・ぬいぐるみなど

 トップス
シャツ・セーター・パーカー・ワ
ンピース

　 反物 着物を仕立てる前の布
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　ご家庭のごみは村の責任の下で適正に処理する必要があります。
　村の許可や委託を受けずにご家庭のごみを回収業者が収集することは認められていません。
　無許可の回収業者を利用しないでください。悪質な業者の場合、不法投棄などの原因となり
ます。
　村で一般廃棄物収集運搬の許可を出している業者は以下の 2社です。
株式会社環境サービス　　　　☎７４－０２３１　所在地：小川町
新埼玉環境センター株式会社　☎６２－８１２１　所在地：嵐山町
※収集運搬料等は直接お問い合わせください。

⃝問 合 せ　保健衛生課　☎８２－１７７７

正しい回収にご協力ください

　小川地区衛生組合へ自己搬入される方へ
　お盆休み期間に係る平日（８月１２日、１３日、１４日、１５日）は、場内が混雑し、待ち
時間が長くなることが予想されます。
　時間に余裕をもってお越しいただくか、この期間を避けた搬入をお願いいたします。

⃝問 合 せ　保健衛生課　☎８２－１７７７

　　　　　　　　　　　　詳しくはこちらの QR コードから HP を確認ください→

お盆期間中はごみの自己搬入による受付の混雑が予想されます！

　村では、遊休農地の拡大防止、また特産品の振興を図るため、特産品の苗木購入代の１/ ３
を補助します（上限３万円）。特産品は花桃、クジャクソウ、ミカン等の果樹、和紙原料等です。
希望される方は、交付申請書と実施計画書を産業観光課へ提出してください。
⃝申請期間　８月１日（金）～１２月２６日（金）まで
※しばみち本店・藤原種苗での共同購入を希望される方は、役場で一括購入いたします。申請
期間は、８月１日（金）～１０月３１日（金）までとなります。
⃝補助金支払　事業報告書を受領後、指定口座へ振込みます。
⃝苗木購入　交付決定後、各自購入いただけます。しばみち本店・藤原種苗での購入を希望さ
　　　　　　れる方は、窓口に販売品種一覧がありますので、ご利用ください。
⃝苗木配布　２月中～下旬予定　　⃝問 合 せ　産業観光課　☎８２－１２２３

農地活用事業補助金のご案内

　ポーセラーツとは、白い磁器に専用の転写シートで絵柄をつけるクラフト体験です。お皿や
コップに好きな模様を貼って、世界にひとつだけの食器を作ってみませんか？
⃝日　　時　9月 6日（土）午前１０時～正午まで　⃝講　　師　山脇　智鶴氏
⃝場　　所　コミュティーセンターやまなみ　　　　⃝持 ち 物　ハサミ　　
⃝募集人数　１０名（村内在住または在勤の方）※小学生以上
⃝参 加 費　①マグカップ１，５００円②コップ１，５００円③マグカップ＋ケーキ皿２，０００円
　　　　　　※お申込み時に、上記３種類の中から希望する作品をお選びください。
　　　　　　※作品は焼成のため２週間後にお渡しとなります。
⃝申込方法　８月２９日（金）までに、電話またはQRコードから教育委員会へお申し込みください。
　　　　　　※ QRコードは村ホームページやタブレット等で掲載予定です。
⃝問 合 せ　教育委員会事務局　☎８２－１２３０

公民館講座「ポーセラーツ講座」のお知らせ
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　東秩父村スポーツ協会では、村のスポーツ振興に貢献し、その功績が顕著の方、およびスポー
ツ界で優秀な成績を収めた方に対し、体育賞を贈り表彰します。
⃝体育賞の種類　（１）功労賞　（２）栄光賞　（３）優秀選手賞
（１）功労賞選考基準　次の一つに該当する方
　①体育スポーツの振興に著しく功績のあった方
　②多年体育スポーツの指導に精励し、著しく功績があり他の模範である方
　③地域社会や職場職域における体育スポーツの育成発展に寄与してきた方
　④加盟団体の発展に努力した方
（２）栄光賞選考基準　当該年度内において、特に優秀なる成績を収めたチームまたは個人で次
の一つに該当する方
　①全国大会における優勝チームまたは個人
　②競技団体から推薦されて国際大会、国際試合に参加した方
　③日本記録を更新した方（日本タイ記録を含む）
（３）優秀選手賞選考基準　一般および学生（小・中・高）大会の選手（またはチーム）で特に
優秀であり他の選手の模範と認められ、次の一つに該当する方
　①埼玉県予選を経て全国大会に出場した方
　②埼玉県予選を経て関東大会またはそれ以上の大会に出場し入賞した方（個人８位、団体４
　　位以内）
　③県民総合スポーツ大会（競技部門）、学校総合体育大会、埼玉県選手権大会またはこれらと
　　同等以上の大会において入賞した方（個人３位、団体３位以内）　
⃝表彰対象期間　前年９月から当年８月までの期間内を対象とする。
⃝推薦期限　受賞者の推薦は、８月２９日（金）までとなります。推薦方法等は教育委員会ま
　　　　　　でお問合せください。
⃝問 合 せ　教育委員会事務局　☎８２－１２３０

東秩父村体育賞の推薦について

【一般曹候補生】
⃝年　　齢　日本国籍を有する 18 歳以上 33
　　　　　　歳未満の方（採用予定月の 1日
　　　　　　現在）
⃝受付期間　７月１日(火)～９月２日(火)
⃝試験期日　１次：９月１５日 (月 )～１７
　　　　　　日（水）いずれか１日【Web】
　　　　　　２次：１０月１２日 (日 )～
　　　　　　１９日(日)のうち指定する1日
【自衛官候補生】
⃝応募資格　日本国籍を有する 18 歳以上 33
　　　　　　歳未満の方（採用予定月の 1日
　　　　　　現在）
⃝受付期間　年間を通じて行っています。
⃝試験期日　受付時にお知らせします。
　ご不明な点等については、下記のところま
でご連絡ください。
⃝問 合 せ　〒 368-0005　
　　　　　　埼玉県秩父市大野原４９１－１
　　　　　　自衛隊埼玉地方協力本部
　　　　　　秩父地域事務所　
　　　　　　担当・荒舩　
　　　　　　☎０４９４－２２－６１５７

自衛官募集 坂本夏祭り

主催：落合・内手太鼓愛好会
協賛：ふれあい坂本会・坂本地区有志のみなさん
協力：協働のまちづくり事業
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多数の者が利用する建築物の耐震診断・耐震改修に関する補助制度について
　埼玉県では昭和５６年５月３１日以前に建築確認を受けて建築された建築物のうち、病院や

店舗、福祉施設などの多数の人が利用する一定規模以上の建築物に対して、耐震診断、耐震補

強設計および耐震改修工事等の費用の一部を補助しています。 

　希望される方は下記までお問合せください。

⃝問 合 せ　埼玉県建築安全課　☎０４８－８３０－５５２７

　埼玉県では、民間建築物のアスベスト対策として、アスベスト含有のおそれのある吹付け材

の含有調査および吹付けアスベストの除去等工事に対する費用の補助をしています。

　希望される方は下記までお問合せください。

⃝問 合 せ　埼玉県建築安全課　☎０４８－８３０－５５２７

建築物のアスベスト対策に関する補助制度について

　人権尊重社会をめざす県民運動強調月間に合わせ、オンラインで人権啓発イベントを開催し
ます。人権を取り巻く課題はインターネットの普及等によって複雑多様化しています。本イベ
ントは人権メッセージ動画や人権クイズ等を通して、県民の皆さまに人権について身近に感じ
ていただける内容となっています。ぜひイベントにご参加ください。

⃝日　　時　８月１日（金）～９月３０日（火）
⃝場　　所　インターネット特設サイト
⃝テ ー マ　インターネットによる人権侵害
⃝内　　容　①人権メッセージ動画　②人権啓発クイズ
⃝問 合 せ　埼玉県人権・男女共同参画課　☎０４８－８３０－２２５８

人権啓発イベント「ヒューマンフェスタオンライン 2025」の開催

全国一斉「子どもの人権相談」強化週間
　さいたま地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、子どもをめぐるさまざまな人権問題に
取り組むため、全国一斉「子どもの人権相談」強化週間として、通常の受付時間を延長するな
どし、一人でも多くの子どもたちから専用相談電話による相談を受け付けます。

⃝期　　間　８月２７日（水）～９月２日（火）まで
⃝時　　間　午前８時３０分から午後７時まで
　　　　　　８月３０日（土）および８月３１日（日）は午前１０時～午後５時まで
⃝電話番号　☎０１２０－００７－１１０（全国共通・無料）※ IP 電話からは接続できません
⃝担 当 者　法務局職員、埼玉県人権擁護委員連合会こども人権委員会委員（秘密は厳守します）
⃝問 合 せ　さいたま地方法務局人権擁護課　☎０４８－８５４－１０００
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相談窓口
○心配ごと相談 / 行政相談 / 合同相談○心配ごと相談 / 行政相談 / 合同相談

１８日（月）午後１時～午後３時役場１階中会議室

　日ごろのご近所トラブルや身近な心配ごと等を
相談員が、国の行政活動全般に関する苦情や相談
とともに受け付けお聞きします。お問合せは、下
記行政相談員および社会福祉協議会までお気軽
に。ご不明な点は総務課までお問合せください。
問 合 せ　・行政相談員
　　　　　　神田典仁　氏　 ☎８２－００５７
　　　　　・社会福祉協議会　☎８２－１２３８
　　　　　・総務課　　　　 ☎８２－１２２１

○相談員による消費者相談○相談員による消費者相談

毎週金曜日　午前１０時～午後３時３０分

　契約のトラブルや「これってクーリング
オフできるの？」といった疑問に応じます。
※最近、訪問や電話による業者からの勧誘
が見られます。
※不安な時はまず相談を！
問 合 せ　産業観光課　☎８２－１２２３

納付期限
・村県民税　　第２期　　・国民健康保険税　　　　第２期　
・介護保険料　第２期　　・後期高齢者医療保険料　第２期

   ９月　１日
チェック

【お願い】　納税は便利で安全な口座振替をご利用ください

令和８年度　准看護学生募集

　河川美化、愛護の意識や河川への意識を啓発することを目的に荒川の風景画を募集します。
入賞者には応募していただいた絵をスタンドにして贈呈しますのでぜひご応募下さい。
⃝対　　象　小学生
⃝応募期間　７月１日（火）～９月１２日（金）
⃝題　　材　荒川流域の川やダムの風景
⃝申　　込　荒川上流河川事務所 HP「令和７年度荒川図画コンクール」ページをご覧下さい。
　　　　　　https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index031.html
⃝問 合 せ　荒川図画コンクール実行委員会事務局
　　　　　　（荒川上流河川事務所流域治水課）
　　　　　　☎０４９－２４６－６３６０

荒川図画コンクール作品募集

⃝受験資格　心身ともに健康で中学校卒業者（令和 8年３月卒業見込みの者）
　　　　　　またはこれと同等以上の学力を有すると認められる者
⃝試験科目　自己推薦：面接
　　　　　　一般受験：作文・面接
⃝試 験 日　１次　令和７年１１月９日（日）
　　　　　　２次　令和８年１月１８日（日）　
　　　　　　３次　令和８年２月１５日（日）
⃝問 合 せ　問合せ　比企准看護学校　☎２２－１２０２

　　　　　　　　　　　　　　　　　当校 HP より願書等ダウンロードできます→

生活の困りごとをご相談ください！
　失業、借金、病気などさまざまな問題で生活に困っている方、ひとりで悩まず、お気軽にご
相談ください。専門の相談支援員が生活の困りごとを一緒に考え、解決に向けてサポートします。
⃝主な支援内容
○各種支援制度、相談窓口の案内・行政、医療機関等との連絡調整、手続き支援
○家計の立て直しや債務整理等についてのサポート・ハローワークへの同行等の就労支援など
⃝開所時間　午前８時３０分～午後５時　

　　　　　　月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）
⃝場　　所　アスポート相談支援センター埼玉西部

　　　　　　小川町腰越６１８パトリアおがわ２F　☎８１－３１４８



　　　　   注　目！

東ちちぶ掲示板
L

it
e
r
a

r
y

 
C

o
r
n

e
r

L
it

e
r
a

r
y

 
C

o
r
n

e
r

み
ど
う
の
杜
俳
句
会

【
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
人
権
】

人
権
シ
リ
ー
ズ

428

１８広報　ひがしちちぶ

文
芸

コ
ー

ナ
ー

　

こ
の
写
真
は
、
北
ア
ル
プ
ス
に
あ
る
唐

松
岳
を
撮
影
し
た
も
の
で
す
。

　

３
月
頃
に
は
、
雲
の
少
な
い
青
空
の
も

と
、
一
面
に
広
が
る
雪
景
色
が
美
し
く
広

が
り
ま
す
。

　

ま
だ
雪
が
溶
け
き
ら
な
い
こ
の
時
期
に

は
、
ス
キ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
ス
キ
ー
を
楽
し

む
姿
と
雪
肌
に
残
る
ス
キ
ー
板
の
跡
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ア
ー
ト
の
世
界

梅
沢
喜
久
江

西　
　

ツ
ル

梅
沢　

時
江

鈴
木　

啓
子

田
村　

好
子

𠮷
田　

愛
子

有
賀
袈
裟
江

柴
﨑　

カ
ヨ

初
雁　

功
子

小
宮
　
　
勉

山
田
　
美
子

  

　
　

皆
さ
ん
は
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
・
Ｘ
・
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
な

ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
し
て
い
ま
す
か
。

　

近
年
で
は
老
若
男
女
問
わ
ず
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
広
く
普
及

し
、
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
い
く
つ
も

の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
ど
こ
に
住

ん
で
い
て
も
、
ス
マ
ホ
ひ
と
つ
あ
れ
ば
即
座
に
世
界
中
の
人
々

と
情
報
交
換
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
多
く
は

本
名
を
明
か
さ
ず
に
利
用
で
き
る
気
軽
さ
も
魅
力
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
介
し
て
つ
な
が
る
バ
ー
チ
ャ
ル
（
仮
想
的
）

な
人
間
関
係
が
、
人
に
よ
っ
て
は
リ
ア
ル
な
人
間
関
係
よ
り
も

重
み
を
持
つ
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
便
利
さ
の
反
面
と
し
て
、
些
細
な
き
っ
か
け

で
特
定
の
人
に
多
数
の
誹
謗
や
中
傷
、
ひ
い
て
は
脅
迫
が
集
中

し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
痛
ま
し
い
事
件
を
記
憶
さ
れ
て
い

る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

人
は
、
ス
マ
ホ
の
画
面
越
し
だ
と
、
普
段
は
言
え
な
い
よ
う

な
攻
撃
的
な
言
葉
を
書
き
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

他
人
の
意
見
に
影
響
さ
れ
て
感
情
が
極
端
に
強
く
な
る
、
一
種

の
集
団
心
理
も
作
用
す
る
そ
う
で
す
。

　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
人
権
侵
害
は
、
利
用
者
の
誰
も
が
加
害
者
に
も

被
害
者
に
も
な
り
得
ま
す
。
法
改
正
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
の
情
報
発
信
者
の
開
示
請
求
が
可
能
に
な
っ
て
お
り
、
加
害

者
が
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

加
害
者
の
ひ
と
り
に
な
ら
な
い
た
め
に
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
誰
か
に

向
け
て
書
き
込
む
時
に
は
、「
こ
の
人
が
目
の
前
に
い
て
、
そ
の

顔
を
見
な
が
ら
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
」
と
、
一
呼
吸

置
い
て
自
分
に
問
い
か
け
て
み
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
観
光
課　

今
井　

智
洋

枝
張
り
の
ト
マ
ト
連
な
り
熟
る
る
か
な

山
百
合
の
蕾
今
年
も
増
え
て
お
り

芋
の
葉
に
雨
の
水
晶
玉
転
ぶ

西
瓜
熟
れ
マ
ッ
ト
敷
き
あ
り
山
の
畑

梅
樽
に
赤
紫
蘇
加
へ
樽
染
ま
る

陽
炎
に
眩
み
て
夕
日
な
ほ
強
し

日
に
向
ひ
マ
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド
盛
り
か
な

緑
陰
や
旅
ミ
ス
テ
リ
ー
読
み
憩
う

短
冊
に
願
い
書
き
合
ひ
星
祭
り

朝
暑
し
木
陰
に
避
け
る
松
の
鉢

炎
天
や
大
水
車
よ
り
飛
沫
散
る

　　  「光と影」
　 撮影者　写友会
大久根　宏さん（安戸）



【日　　時】２１日（木）　午後１時３０分～
【場　　所】東秩父村役場２階新会議室
※どなたでも傍聴できます。

【問 合 せ】教育委員会事務局　☎８２－１２３０

In
f

o
r
m

a
t
io

n
In

f
o
r
m

a
t
io

n
世帯と人口
６月中の人口動態
　世帯　１，０３５　　　転入　　　　３
　人口　２, ３６５　　　転出　　　　４
　男　　１，１８１　　　出生　　　　０
　女　　１，１８４　　　死亡　　　　６
※世帯と人口は７月１日現在、その他は６月中の
動きです。

資源およびごみの収集実績を報告します。

紙　 　 類 　 3 ,850kg 　-2,300kg
衣　 　 類 　   450kg 　-1,240kg
アルミ缶 　    246kg 　     -24kg

     資源物
　売却収入   80,979 円  -26,876 円

資
源
回
収

○ごみ収集　　　　　　　前年同月比
６月分　　　　　　　　　　　　増減

可 燃 ご み     85,660kg       -410kg
１人１日
あたり排出量 　　　397g 　 　+10g

○今年度収集実績（累計）前年同月比
　今年度累計（4 月～）　　　　 増減

可 燃 ご み 　 30,430kg   +4,510kg
１人１日
あたり排出量 　　　428g 　　  +74g

※指定された日に、地域のルールに沿って出しましょう。ごみの分別と資源化、減量化にご協力ください。

【問 合 せ】
保健衛生課　
☎８２－１７７７

スプレー缶の捨て方

土木工事等のお知らせ

　スプレー缶等は中身を使い切り穴を開けず、か
ごに直接出してください。中身がどうしても使い
切れない場合は、分かるように「中身あり」と表
記してください。
※スプレー缶等にはカセットボンベや「高温注意」

「火気厳禁」と書かれたプラスチック製容器を含
みます。

【問 合 せ】保健衛生課　☎８２－１７７７

１９ 広報　ひがしちちぶ

お
知

ら
せ

休日当番医（８月）

教育委員会開催のお知らせ（8 月）

１１日（祝・月）
ほしこどもおとなクリニック　
　　　　　　　　　　 東松山市　☎２４－０７５３

【小児科・内科・アレルギー科】

捨てればごみ、分ければ資源

　８月１日現在、村内で発注されている主な道路
工事等です。
■県発注工事等
・社資（砂防）工事（浄蓮寺沢２号堰堤工）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 【御堂地内】
・砂防施設（補助）工事（摩利支天沢堰堤工）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 【奥沢地内】
・砂防施設（補助）工事（Ｒ７上の山地すべり観
測業務委託）　　　　　　　　　　　   【坂本地内】
・河川維持修繕工事（雑草刈払業務委託１９工区）
　　　　　　　　　　　　　　 【安戸・御堂地内】
■村発注工事等
・村道 4045 号（向堀）線水路改修工事【御堂地内】
・村道 2-1 号（山口）線排水路整備工事【皆谷地内】
・村道 1172 号（梅の岡 ) 線道路反射鏡設置工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　 【安戸地内】
・東秩父村橋梁定期点検業務委託【東秩父村管内】
・村道 2-2 号（梅の岡）線用地測量業務委託ほか
                                                  【安戸・御堂地内】

【問 合 せ】建設課　☎８２－１２２２

○資源回収　　　　　　　前年同月比
６月分　　　　　　　　　　　　増減

空き家相談会のお知らせ（８月）【完全予約制】

【日　　時】１０日 ( 毎月第 2 日曜日 )
　　　　 　 午前９時 00 分～午後 5 時 00 分の間
　　　　　 （ご予約の際に時間を決定）

【対  象  者】村内空き家所有者及び所有者の親族等
【場　　所】コミュニティセンター「やまなみ」
【相  談  者】東秩父村地域おこし協力隊　麻生義彰
全国空き家アドバイザー協議会東京支部所属　宅建士

【予　　約】必須　８日（金）　午後５時まで
【相  談  料】無料
【予  約  先】企画財政課　☎８２－１２５４



 2
０

２
５

.８
.１

  
                     NO.６１８

編
集

発
行

　
東

秩
父

村
役

場
　
T
E
L
０
４
９
３
-
８
２
-
１
２
２
１

h
ttp

s:/
/
w

w
w

.v
ill.h

ig
a
sh

ich
ich

ibu
.sa

ita
m

a
.jp

/

(
法

人
番

号
１
０
０
０
０
２
０
１
１
３
６
９
７
）

２０広報　ひがしちちぶ

ひ
が
し
ち
ち
ぶ

広
報

H
IGASH

ICH
ICH

IBU
 VILLAGE

第４０回和紙の里文化フェスティバル第４０回和紙の里文化フェスティバル

　　　　　書道パフォーマンス作品が和紙の里に展示されました。　　　　　書道パフォーマンス作品が和紙の里に展示されました。


